
 

 

株式会社イーエスピーへの特別監査において確認された法令違反事項 

 

指摘事項 

１．運行管理者の虚偽の届出をしていたこと。 

２．運転者の過労防止に関する措置が次の事項について、不適切であったこと。 

・所定の拘束時間を超えて乗務していた者があったこと。 

・仕業間の休息を十分とらずに乗務していた者があったこと。 

３．運転者の健康状態の把握が不適切であったこと。 

４．運行に関する状況の把握等のための体制の整備が不適切であったこと。 

５．点呼の実施及び実施結果の記録が不適切であったこと。 

６．点呼の実施結果の記録の不実記載をしていたものがあったこと。 

７．乗務記録がなかったこと。 

８．乗務記録に次の事項が記録されていないものがあったこと。 

・乗務の終了の日時 

・運転者を交替した地点及び日時 

・休憩、仮眠をした地点及び日時 

・着地の睡眠施設の名称及び位置 

・旅客が乗車した区間 

９．運行記録計の記録を怠って運行していた事業用自動車があったこと。 

１０．運行記録計による記録を１年間保存していなかったこと。 

１１．事故の記録をしていなかったこと。 

１２．運行指示書について、次の事項が記載されていないものがあったこと。 

・運行の開始及び終了の地点及び日時 

・運行上注意を要する箇所 

・乗務員の休憩地点及び休憩時間 

・乗務員の運転又は交替の地点 

１３．運転者に対する国土交通大臣が告示で定める輸送の安全確保についての指導監督

が不適切であったこと。 

１４．運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断（初任、高齢）を受けさせ

ていなかったこと。 

１５．運転者に対する国土交通大臣が告示で定める特別な指導（高齢）が不適切であっ

たこと。 

１６．日常点検整備を確実に実施していない事業用自動車があったこと。 



１７．整備管理者の虚偽の届出をしていたこと。 

１８．定期点検整備を確実に実施していない事業用自動車があったこと。 

１９．定期点検整備記録簿の記載が不適切であったこと。 

２０．運行管理者に対し適切な指導監督をしていなかったこと。 

２１．事故報告書の提出を怠っていたこと。 

２２．適正な運賃収受をしていなかったこと。 

２３．認可を受けないで事業計画の変更を行っていたこと。 

２４．営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更届出を怠っていたこと。 

２５．発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する運送を行っていたこと。 

２６．運送引受書について、次の事項が記載されていないものがあったこと。 

・乗務員の休憩地点及び休憩時間 

・乗務員の運転又は業務の交替の地点 

・運賃及び料金の額・支払い方法 

・その他国土交通大臣が告示で定める事項 

２７．運賃又は料金の計算基礎を記載した領収書を発行していないものがあったこと。 

２８．運行経路における道路及び交通の状況について事前調査を怠っていたこと。 

２９．乗務員台帳について、次の事項に関する措置が不適切であったこと。 

・作成番号 

・作成年月日 

・事業者の氏名又は名称 

・運転者の免許証の有効期限 

・運転免許の年月日及び種類 

・運転免許の条件 

・運転者の健康状態 

・写真の貼付 

３０．乗務員台帳を作成していないものがあったこと。 

３１．運転者台帳を３年間保存していなかったこと。 

３２．事業用自動車内に、運転者その他の乗務員の氏名を掲示していなかったこと。 

３３．休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出を怠っていたこと。 

 

指摘事項は合計３３件で、違反点数は８１点以上となる。 


